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ただいま扶養認定の資格を確認中です令和2年度 公立学校共済組合青森支部 事業実績報告

①組合員数・被扶養者数
区　分 令和2年度 前年度比

組
合
員
数

男

女

船員

計

任意継続
組合員

被扶養者数

組合員1人当たり
の被扶養者数

平均標準月額

6,023人

6,662人

25人

277人

12,987人

9,520人

0.73人

402,277円

432人

743人

1人

17人

1,193人

0人

△0.08人

△17,072円

●特定健康診査・特定保健指導
④保健・厚生事業

区　分 受診者数 決算額

特定健康診査

特定保健指導

宿泊ドック

一日ドック

1,086人

554人

214人

2,109人

8,995,174円

8,361,840円

14,177,882円

66,648,672円

②短期給付（医療費・出産費等）
区　分 件　　数 金　　額

法
定
給
付

保健給付

休業給付

災害給付

計

附加給付・一部
負担金払戻金

合　計

284,362件

13件

1,703件

1件

286,079件

3,158件

289,237件

3,076,924,051円

118,923円

308,514,207円

205,000円

3,385,762,181円

93,983,896円

3,479,746,077円

直営
保健給付

③貸付事業
区　分 件数 金　　額

一般貸付け

住宅貸付け

教育貸付け

医療貸付け

合　計

49件

9件

11件

1件

70件

72,800,000円

63,029,325円

24,900,000円

1,200,000円

161,929,325円

●健康づくり事業
区　分 人　数 回数等 決算額

へるすあっぷセミナー

こころの健康相談

ヘルスチェックWEB事業

歩こう歩けばコンペ2020

がん検診コールリコール事業

心とからだの健康マルシェ

復職支援プログラム 職場復帰編

職場の健康教育支援事業

健診フォローアップ事業

教職員のストレスチェック事業

産業カウンセラー派遣事業

ヘルスリテラシー普及事業

健康ポイント付与事業

603人

2人

530人

のべ28,361人

2,748人

111人

80人

55人

0人

386人

58人

704人

82人

676人

219人

310人

－　　

（オンライン開催）

－

（読本配付）

－

－

－

県内3か所

－

（開催中止）

県内16か所

県内12か所

県内35所属所

県内11か所

－

－

－

－

1,100,000円

13,200円

249,900円

154,440円

8,115,746円

57,050円

662,895円

1,682,723円

0円

360,725円

0円

1,588,400円

496,890円

682,440円

86,387円

530,900円

4,643,862円

●健診事業
区　分 受診者数 決算額

脳検診

乳がん検診

子宮がん検診

胃がん検診

大腸がん検診

歯科健診

376人

755人

2,748人

2,794人

191人

3,729人

986人

127人

5,066,472円

16,054,512円

14,047,517円

12,142,602円

1,435,813円

6,668,667円

4,634,200円

2,919,408円

ヤング
ヘルスチェック

被扶養者
一日ドック

管理監督者の
メンタルヘルス研修会

復職支援プログラム 休養編
【R2年度新規事業】

トータルライフ
サポート事業（健康づくり編）

●一般事業
区　　　　分 人　数 回数等

ライフデザインセミナー（退職準備型）

ライフデザインセミナー（生活充実型）

認知症予防教室【R2年度新規事業】

トータルライフサポート事業（一般事業編）

200人

0人

19人

－　

（オンライン開催）

（開催中止）

県内2か所

－

決算額

60,000円

0円

129,002円

11,010,450円

生活習慣病重症化予防事業
【R2年度新規事業】

　取消日以降に医療機関等で被扶養者証を使用した場合は、共済組合が負担した医療費を返還し
ていただくことになります。
　長い期間をさかのぼっての取消になると、医療費の返還額が高額になることもありますので、
認定要件を欠く事実が生じた場合は速やかに取消の手続きをお願いします。

ご注意
ください!!

共済給付・年金グループ　017－734－9913

Q 1

翌月からの再認定はできません。仕事を辞めた、または雇
用条件が変わり、恒常的収入が基準月額を明らかに下回る
ことが確実に認められるときは、再認定できます。

パート先の給料が3カ月連続で基準月額以上となり、
被扶養者の取消をしました。翌月の給料を見たら基準
月額未満となりましたが、再認定できますか？

　令和3年7月1日時点で特別認定の被扶養者について確認をしています。
詳細については、所属所あてに通知しておりますので、確認に必要な書類は
所属所の事務担当へご確認ください。

次のような場合は、被扶養者の認定が取消となります。

収 入 超 過

雇 用 保 険
受　　　給

別　　　居

結婚　離婚
死亡　自立

就　職　等

　年額130万円（障害年金または60歳以上の公的年金受給者は180万円）以上の収入となった、
　または見込まれる。
•非課税の障害年金、遺族年金、財形年金、個人年金も収入に含みます。
•事業所得、不動産所得、農業所得、株等の譲渡所得などのある場合は、確定申告書及び収支内訳書を
確認し、社会通念上必要と認められる経費を総収入から控除した額を収入とします。

　同居を認定要件とする被扶養者と別居した。
※「同居を認定要件とする被扶養者」とは、配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹以外となります。

　別居している被扶養者（配偶者、子を除く）への仕送り額が減った。
基準を満たしているかどうか、式に当てはめてご確認ください。

他の健康保険等（後期高齢者医療制度も含む）に加入した、またはその被扶養者となった。
※扶養手当該当者のままであっても、他の健康保険が優先されるため、被扶養者の認定は取消となり
ます。

※必要経費として認められないもの
減価償却費、貸倒金、貸倒引当金、利子割引料、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、
福利厚生費、農業共済掛金、専従者控除、青色申告控除　等

日額3,612円以上の雇用保険失業給付金を受給した。

被扶養者の収入　　組合員からの仕送り額　　組合員以外からの仕送り額
（ A ） （ B ） （ C ） D1/  3 ＝×＋＋

仕送り基準額

B≧D かつ B＞C であること。

組合員が扶養しなくなった。

※60歳未満の配偶者を収入超過、離婚、死亡、雇用保険受給を理由に取り消す場合は、国民年金第3号資格喪失の手続きもお忘れなく！

A

Q 2

共済組合は、「3カ月連続して基準月額以上」での取り消し
です。3カ月平均ではありませんので認定は継続となり
ます。

給与収入の3カ月平均が基準月額以上となり、扶養手
当の該当とならなくなりました。この場合、共済組合
の被扶養者の取消もしなければなりませんか？

A

Q 3

必要ありません。被扶養者認定の場合のみ、記入してくだ
さい。

被扶養者の取消をするとき、申告書にマイナンバーの
記入は必要ですか？

A

1

1

2

　アルバイト・パート等の変動的な収入（手当等も含む）が3カ月連続で基準月額108,334円
（障害年金または60歳以上の公的年金受給者は、年金月額と合算した額が150,000円）以上
となった。

2

よくあるご質問 Q A＆


